
 外国為替証拠金取引に関する事前説明書対比表 

 

 

平成 20 年 11 月 7 日 

（赤字部分は変更箇所） 

現 行  変  更  後 

9.当社では、お客様からのご注文を受託した場合、当該注

文に呼応するカバー取引を次の業者と行います。 

 ・米国先物取引委員会及び米国先物取引協会に登録加盟

する FX 業者 IFXMarkets 

 ・シンガポール金融管理庁及びシンガポール取引所に登

録する証券業者 OCBC 証券 

 ・デンマークに所在するデンマーク金融庁に登録する投

資銀行 Saxo Bank 

 ・スイス連邦銀行委員会に登録する銀行 UBS 銀行 

 ・イギリス金融庁に登録する銀行バークレイズ銀行 

 ・シンガポール金融管理庁及びシンガポール取引所に登

録する銀行 UOB 銀行 

9.当社では、お客様からのご注文を受託した場合、当該注

文に呼応するカバー取引を次の業者と行います。 

 ・米国先物取引委員会及び米国先物取引協会に登録加盟

する FX 業者 Boston Merchant Financial 

 ・シンガポール金融管理庁及びシンガポール取引所に登

録する証券業者 OCBC 証券 

 ・デンマークに所在するデンマーク金融庁に登録する投

資銀行 Saxo Bank 

 ・スイス連邦銀行委員会に登録する銀行 UBS 銀行 

 ・イギリス金融庁に登録する銀行バークレイズ銀行 

 ・シンガポール金融管理庁及びシンガポール取引所に登

録する銀行 UOB 銀行 

平成 20 年 10 月 31 日現在 平成 20 年 11 月 7 日現在 

 


